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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 2,111,300株
完全議決権株式で株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式。
単元株式数は100株であります。

 

(注) １　平成30年３月２日(金)開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成30年３月２日(金)開催の取締役会決議に基づき行われる公募による新株式発行に係る

募集株式数1,909,100株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数4,230,900株の合計による募集株式

総数6,140,000株の募集(以下「一般募集」という。)並びに当社普通株式7,935,800株の売出し(以下「引受

人の買取引受けによる売出し」という。)を予定しておりますが、その需要状況等を勘案し、2,111,300株を

上限として、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社

が当社株主である神山治貴(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オー

バーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を

示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行わ

れない場合があります。

本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入

れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、ＳＭＢＣ日興証券

株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し

及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成30年３月22日(木)までの間(以

下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下

「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジ

ケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株

式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券

株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシン

ジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメ

ントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引

で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及び

シンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、

本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又

は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少す

る場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオー

バーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については、平成30年３月12日(月)から平成30年３月15日(木)までの間のいずれかの日(以

下「発行価格等決定日」という。)に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがっ

て、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権によ

り、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシン

ジケートカバー取引も行われません。

なお、一般募集においては、一般募集の募集株式総数6,140,000株の一部が、欧州及びアジアを中心とする

海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)される

ことがあります。海外販売の内容につきましては、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類　６　臨時報

告書」に記載の平成30年３月２日(金)付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出される当該臨時報告書の訂

正報告書の各記載内容をご参照ください。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 2,111,300株 5,764,945,876 2,882,472,938

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 2,111,300株 5,764,945,876 2,882,472,938
 

(注) １　前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連し

てＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先と

の関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当株数 2,111,300株

払込金額 5,764,945,876円

割当予定先の
内容

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の役職氏名 取締役社長　　清水　喜彦

資本の額 100億円

事業の内容 金融商品取引業等

大株主 株式会社三井住友フィナンシャルグループ　100％

当社との関係

出資関係

当社が保有している割当予定
先の株式の数
(平成30年１月31日現在)

―

割当予定先が保有している当
社の株式の数
(平成30年１月31日現在)

21,400株

取引関係
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事
会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―
 

２　前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われ

ない場合があります。

３　発行価額の総額は、払込金額の総額であります。

４　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金

の額を減じた額とします。

５　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成30年２月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2) 【募集の条件】

 

発行価格(円)
資本組入額

(円)
申込株数単位 申込期間

申込証拠金
(円)

払込期日

未定
(注)１

未定
(注)１

100株 平成30年３月26日(月)
該当事項は
ありません

平成30年３月27日(火)

 

(注) １　発行価格は、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本

組入額は、資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。

２　全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３　上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に

発行価格を払込むものとします。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社　本店 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目６番地３
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　横浜支店 神奈川県横浜市中区本町二丁目20番地
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。
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４【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

5,764,945,876 25,861,000 5,739,084,876
 

(注) １　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われ

ない場合、上記金額は、変更されることとなります。

３　払込金額の総額(発行価額の総額)は、平成30年２月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限5,739,084,876円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)につ

いては、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額16,727,995,800円と合わ

せて、手取概算額合計上限22,467,080,676円について、取引の拡大や販売先からの商品の長期安定供給要請等にお

いて売上及び在庫が増加することに伴い、発生する増加運転資金の一部に、平成30年３月から平成31年３月までに

全額を充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。
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第２ 【売出要項】

　

該当事項はありません。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

　

該当事項はありません。

 
第４【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

してください。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第２期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)　平成29年６月27日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第３期第１四半期(自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日)　平成29年８月10日関東財務局長に提

出

 

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第３期第２四半期(自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日)　平成29年11月14日関東財務局長に提

出

 

４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第３期第３四半期(自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日)　平成30年２月14日関東財務局長に提

出

 

５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年３月２日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成29年６月28日に

関東財務局長に提出

 

６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年３月２日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を平成30年３月２日に関東

財務局長に提出

(注)　なお、発行価格等決定日に本６の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。

 

７ 【訂正報告書】

訂正報告書(上記１　有価証券報告書の訂正報告書)を平成30年３月２日に関東財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

　

上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成30年３月２日)ま

での間において変更及び追加すべき事項は生じておりません。下記の「事業等のリスク」は当該有価証券報告書等に記

載された内容を一括して記載したものであります。

なお、有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書提出日

(平成30年３月２日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。ま

た、有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 
事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

 
(1) シリコンサイクル・景気変動の影響について

当社グループの属する半導体業界はシリコンサイクルと呼ばれる好不況の一定のサイクルが存在し、４年ごとに

浮き沈みを繰り返していると言われます。これは、半導体市況の上昇局面では、多くの企業が一斉に生産設備の増

強を計画し、その後、生産も同時に行われるため、供給過剰が発生して製品価格が下落し、売上高の減少・停滞が

発生するものです。一方、不況となれば一斉に投資に抑制がかかり、その後には供給不足となって価格下落が止ま

るとともに稼働率が上がって再び好況となります。当社グループは、このような半導体業界特有のサイクルによる

好不況の影響を受ける可能性があります。また、このようなサイクルとは別に当社グループが取り扱う半導体の需

要の変化や半導体が搭載される製品の価格やライフサイクルの変化などによって当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 
(2) 仕入先との関係について

当社グループは、最先端の技術・商品等を有する国内外の様々な企業を仕入先としております。それら仕入先と

は、代理店契約等を締結し、緊密な関係を維持しておりますが、仕入先がＭ＆Ａに遭遇したり、仕入先自体の代理

店政策の見直しにより代理店再編成が生じた場合は、商権に変更が生じるなど業績に影響を与える可能性がありま

す。また、半導体及びネットワーク業界は、技術革新の激しい業界でありますが、仕入先の商品開発力が著しく低

下し、商品の競争力に優位性が保てない場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 
(3) 新規仕入先の継続的な発掘について

当社グループは国内外の最先端の技術力を持ち、競争力の高い商品を有した企業をいち早く発掘し、代理店契約

を締結することで商品ラインナップを拡大・強化してまいりました。これら企業の獲得競争は激しいものとなって

おり、仮にこのような新規仕入先の継続的な発掘が困難になった場合は、当社グループの事業計画の遂行に影響を

及ぼす可能性があります。また、新規仕入先の発掘、契約の確保、また新規仕入先との良好な関係づくりのため

に、投資事業組合や新規仕入先に投資を行う場合もあります。当社グループでは、キャピタルゲインの獲得を目的

とした投資は行っておりませんが、経済の低迷、株式市場の悪化や仕入先の業績低迷などから投資が減損適用とな

る等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(4) 得意先の海外生産移管による影響について

当社グループは主に国内のエレクトロニクス・情報通信機器メーカーに集積回路及び電子デバイスを販売してお

ります。これら国内のメーカーは、日本よりも人件費の安い台湾、中国、東南アジア諸国など主にアジア・パシ

フィック圏内に生産拠点の移管を進めております。当社グループでは、これらの国内企業の動きに合わせ、引き続

き販売活動及び技術サポートが展開できるよう台湾、香港、上海、シンガポール等に現地法人を設立しております

が、国内でデザインした開発案件が、これらの国々に生産移管され、当社グループの販売活動が及ばない地域に移

管されるなど、販売活動が継続困難な場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(5) 半導体の高機能化と当社技術サポート力について

当社グループの属する半導体業界は、技術革新の激しい業界にあり、半導体自体も集積度の向上、多機能化など

常に革新を続けているため高度な技術力を必要とします。このような環境の中で当社グループは、他社との差別

化・競争優位性を明確にするため、社内の技術力を高め、単に半導体を販売するだけでなく技術サポートを付加す

ることにより業績の拡大に努めてまいりましたが、社内の技術力を維持するための技術者の獲得競争は激しいもの

となっております。当社グループは優秀な技術者の確保に注力しておりますが、仮に充分な技術者を採用できない

場合や優秀な技術者が流出した場合には、事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。

 
(6) 為替相場変動の影響について

当社グループのビジネスにおきましては、平成29年3月期の国内仕入額に占めるドル建比率は82.5%、海外も含め

た販売額に占めるドル建比率が48.1%と外貨建比率が高いことから、為替相場変動が当社及び連結子会社の経営成績

に重大な影響を及ぼす可能性があります。すなわち、ドル建の販売に対しては売上高の変動、ドル建の仕入に対し

ては売上原価の変動、さらにこれらに係る債権債務の発生時から決済時迄の為替相場変動による営業外損益発生の

可能性があります。また、米国主要仕入先との取引では、仕入値引を仕入の実施から数か月後の販売時に決済する

取引条件としており、この間仕入値引に相当する債権額が変動する可能性があります。加えて、当社グループは、

連結財務諸表を海外子会社の現地通貨ベースの資産及び負債を円換算して作成しているため、為替相場変動による

換算リスクを負っています。当社グループは、輸出入取引で生じる外貨建債権債務をヘッジしておりますが、かか

る為替リスクを完全に払拭することはできず、為替相場変動が当社及び連結子会社の当期純利益に影響を及ぼす可

能性があります。

 
(7) たな卸資産廃棄及びたな卸資産評価の影響について

当社グループのビジネスにおきましては、顧客からの所要数、納期などの要求に迅速に対応するため数ヶ月分の

たな卸資産を確保しております。当社グループでは、たな卸資産額を適正に保つため商品が搭載される製品の需要

予測、顧客の所要数量及び受注状況を考慮しながら、仕入先への発注を調整するなどしてたな卸資産を管理してお

ります。しかしながら急激な顧客の所要数量の変動、また、生産中止品や保守用在庫として確保していた商品が、

当初見込んでいた顧客所要数量より差異が生じる際は、廃棄、又は資産価値評価の見直しを必要とする可能性があ

ります。このような場合は業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(8) 当社が影響下にある法規制について

当社グループは、半導体・集積回路などの最先端の電子部品及びネットワーク関連商品等の情報通信機器の輸出

入を行っているため、輸出関連法規や関連諸規定の影響下にあります。当社グループでは、安全保障貿易管理を適

切に実施するため、わが国の「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づく輸出関連法規や関連諸規定を遵守して

おります。取扱商品の輸出に際しては、仕入先メーカーと協力のうえ「該非判定」を実施するほか、「仕向地、需

要者、用途、取引経路等」の把握にも努めておりますが、需要者を通じて懸念国に迂回輸出され、軍事的用途製品

の一部に転用される可能性もあります。　

EDINET提出書類

マクニカ・富士エレ　ホールディングス株式会社(E31167)

有価証券届出書（参照方式）

 9/10



 

当社グループとしましては、海外の需要者に対しても、①軍事的用途に使用しないこと②安全保障貿易に関する

法令・関連諸規定、国際条約等を遵守することを規定した確認書を提出して頂くよう求め、リスクの軽減に最大限

努めておりますが、万一、当社グループの取扱商品が予期せぬ需要者、用途で使用された場合、結果として当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(9) 情報漏洩・流出について

当社グループは、業務の性格上、顧客企業の製品に関する仕様書を始めとした製品情報等を取り扱うこととなり

ますので、これらの情報が漏洩する危険性が考えられます。当社グループは、各事業会社において情報管理規程を

整備し、役職員への情報管理教育の徹底・取り外し可能媒体の使用を制限するなどの措置を講じて情報漏洩を未然

に防ぐこととしております。このような対策にもかかわらず、情報漏洩が発生した場合には、当社グループが損害

賠償を負う可能性があり、かつ社会的信用の失墜を招き、進行中のプロジェクトの継続にも支障が生じる可能性が

あります。

 
(10) 経営統合のリスクについて

当社は、平成27年４月１日に、㈱マクニカと富士エレクトロニクス㈱が共同株式移転の方法により経営統合し、

両社の共同持株会社として設立されました。今後、経営統合により期待されるシナジー効果が十分に発揮されない

場合には、当社グループの業務運営、業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社　本店

(神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目６番地３)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項はありません。
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